
証券コード　7887
2020年６月11日

株 主 各 位
香川県高松市松福町一丁目15番10号

代表取締役社長 丸 山 　 徹

第67回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
  さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午
後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 香川県高松市松福町一丁目15番10号

当本社　７階　会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第67期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第67期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
　第１号議案
　第２号議案

　定款一部変更の件
　取締役６名選任の件

　第３号議案
　第４号議案

　監査役２名選任の件
　会計監査人選任の件

以　上

◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されております。株主総会にご出
　席される株主様は、株主総会開催日現在の流行の状況やご自身の体調をお確か
　めのうえ、マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただき、ご来場いただき
　ますようお願い申しあげます。また、株主総会会場において、感染予防のため
　の措置を講じる場合がありますのでご協力のほどお願い申しあげます。
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
　くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生
　じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきす。
　当社ウェブサイト　https://www.nankaiplywood.co.jp/
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善

等を背景に、全体としては緩やかな回復基調で推移したものの、相次ぐ自然

災害の発生や消費税増税による消費者マインドの落ち込み、これに加えて新

型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う実体経済への影響懸念等、景気動

向については不透明さが増す状況が続きました。

　当業界におきましては、住宅ローン金利が引き続き低水準で推移している

ほか、政府などによる各種の住宅取得支援策が継続されておりますが、新設

住宅着工戸数は弱含みが続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による

不要不急な外出の自粛や一部住宅設備に係るサプライチェーンの不安定化等、

受注および販売を確保するため慎重な対応が求められる状況が続きました。

　このような状況のなか、当社グループは、木材関連事業においては、主力

となる収納製品の一層の認知度を高め、家中の収納をトータルで提案するこ

とをコンセプトに、生活動線を快適にする家中の収納プランの提案や様々な

規格やサイズ、色柄など豊富な品ぞろえを充実させ、お客様のニーズに合っ

た製品の生産・販売活動に注力いたしました。

　電線関連事業では、引き続き四国エリアを中心とした販売展開を行いまし

たが、依然として電材業界に寄与する商業施設物件などの新設が低迷するな

か、競合他社との価格競争が厳しい状況が継続しております。そのようなな

か、当社グループは引き続き、徹底した原価管理や販売品目構成の見直しに

よる利益率改善に重点を置きつつ、販路拡大に努めてまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高19,731百万円（前年同期比

2.3％増）、営業利益1,724百万円（前年同期比10.0％増）、経常利益1,781百

万円（前年同期比8.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益886百万円（前

年同期比2.6％増）となりました。
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企業集団の事業セグメント別売上高

事業の種類別セグ
メントの名称およ
び 品 目

前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度比

金 　額
(百万円)

構成比
（％）

金 　額
(百万円)

構成比
（％）

増減額
(百万円)

増減率
（％）

木 材 関 連 事 業 17,756 92.1 18,189 92.2 432 2.4

電 線 関 連 事 業 1,524 7.9 1,542 7.8 18 1.2

合 計 19,280 100.0 19,731 100.0 451 2.3

（木材関連事業）

　当セグメントでは、国内市場では、収納材を中心にお客様のニーズを第一

に製品の生産・販売活動に注力したことで売上高、セグメント利益ともに増

加いたしました。海外市場ではフランス子会社の合板製造販売事業におい

て、販売価格の値上げや製造工程の見直しによる赤字幅の縮小を目指してお

りましたが、欧州全体の景気減退による合板需要の低下に加え、南米産の安

価な合板が市場に流入したことで価格競争が一層激化したため、経営を取り

巻く状況は更に厳しくなり、同社の業績の改善は遅延する見通しとなってお

ります。この結果、当セグメントの業績は、売上高18,189百万円（前年同期

比2.4％増）、セグメント利益1,699百万円（前年同期比8.8％増）となりま

した。

（電線関連事業）

　当セグメントでは、地方における電材業界に寄与する物件の新設が減少傾

向にあることに対応するため、原価管理に基づいた競争志向型の価格戦略に

よる営業展開に取り組みました。この結果、当セグメントの業績は売上高

1,542百万円（前年同期比1.2％増）、セグメント利益24百万円（前年同期比

369.1％増）となりました。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中の設備投資の総額は1,205百万円であります。

　その主なものは次のとおりであります。

・フランス子会社ボイラー改修工事 （木材関連事業） 455百万円

・生産工程ＩＴ化推進投資 （木材関連事業） 86百万円

③　資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。
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(2) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

ナ ン リ ツ 株 式 会 社 95,000千円 100％ 電線電気機器販売

南 海 港 運 株 式 会 社 41,000千円 100
木材管理および荷役、
運送業

PT.NANKAI INDONESIA 10,000千ＵＳ＄
95

(5)
木材加工業

N P  R O L P I N  S A S 14,001千ＥＵＲ 100 木材製品の製造・販売

R O L K E M  S A S 1,230千ＥＵＲ
0

(100)

フェノール樹脂、含浸

紙の製造販売

（注）議決権比率の（ ）内は、関係会社の間接所有割合を内数で記載しております。

(3) 直前３事業年度の財産および損益の状況

区　分
2016年度
第64期

2017年度
第65期

2018年度
第66期

2019年度
第67期

(当連結会計年度)

売 上 高 (百万円） 16,852 17,970 19,280 19,731

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
(百万円） 446 703 864 886

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円） 461.29 727.06 893.76 917.03

総 資 産 (百万円） 21,717 21,551 22,019 23,300

純 資 産 (百万円） 17,263 17,860 18,550 19,506

１株当たり純資産額 (円） 17,844.63 18,464.49 19,183.87 20,179.21

（注）１.売上高には消費税等は含まれておりません。

２.2017年10月１日付で株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。

第64期の期首に当該株式併合が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利益及び１

株当たり純資産額を算定しております。
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(4) 対処すべき課題

　今後の見通しといたしましては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大

の影響を受け、国内景気はより厳しさが増すものと予測されます。消費税率

引上げ後の消費者マインドの影響も予測され住宅市場に与える影響に留意

が必要な状況です。

　当社グループといたしましては、今後の新型コロナウイルスや国内経済の

動向に注視しながら持続的成長を可能とする収益構造の構築に努めるとと

もに、経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応し、その透明度を高

め、より効率性・健全性を追求すべく、コーポレート・ガバナンスの強化に

積極的に取り組んでまいります。また、コンプライアンス体制につきまして

は、企業倫理および法令遵守の基本体制を構築するため、コンプライアン

ス、情報システム、海外情勢の変化、災害時等のリスクにおける事業の継続

を確保するための整備を図ってまいります。さらに当社グループにおいて

は、資源問題・環境問題を考慮し、海外子会社において植林事業への投資を

実施するとともに、植林材使用比率の拡大を図るための加工技術を習得し、

生産技術力の強化に取り組んでまいります。また、海外子会社と国内工場連

携による生産体制の整備を推進し、効率的な運用を行ってまいります。こう

した活動を通じて、高収益体質の実現を目指すとともにお客様に安心して使

用していただける建築内装材をお届けできるよう、全社をあげて鋭意努力し

てまいります。

　当面の課題といたしましては、①輸入原材料の確保と品質の安定 ②生産

技術力の強化と製造原価率の低減 ③多品種少量受注の生産性向上 ④リフ

ォーム市場等における受注拡大 ⑤環境問題等の法的規制への対応と顧客満

足度の向上などが挙げられます。

(5) 主要な事業内容（2020年３月31日現在）

　当社グループは、木質建築内装材の製造ならびに販売を行っているほか、

電線電気機器の販売を営んでおります。

事 業 区 分 主 要 製 品

木 材 関 連 事 業
天井材、収納材、床材、合板、製材品、荷役、原材料および製品の運
送、梱包・荷造、木材加工品

電 線 関 連 事 業 電線電気機器
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(6) 主要な営業所および工場（2020年３月31日現在）

①　当社

本社　　　　　　　　　　　　　　香川県高松市

志度工場　　　　　　　　　　　　香川県さぬき市

物流センター　　　　　　　　　　香川県さぬき市

朝日新町保税倉庫　　　　　　　　香川県高松市

②　子会社

ア．ナンリツ株式会社

本社　　　　　　　　　　　　　　香川県高松市

徳島営業所　　　　　　　　　　　徳島県徳島市

高知営業所　　　　　　　　　　　高知県南国市

松山営業所　　　　　　　　　　　愛媛県松山市

イ．南海港運株式会社

本社　　　　　　　　　　　　　　香川県高松市

ウ．PT.NANKAI INDONESIA

本社、スラバヤ・グレシック工場　インドネシア共和国

ルマジャン工場 　インドネシア共和国

エ．NP ROLPIN SAS

本社、ラブエール工場　　　　　　フランス共和国

オ．ROLKEM SAS

本社、ムーランクス工場　　　　　フランス共和国

(7) 使用人の状況（2020年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

1,652名 35名増

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

400名 10名増 43.1歳 14.6年
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(8) 主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 149百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 225百万円

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2020年３月31日現在）

①　発行可能株式総数　　　2,000,000株

②　発行済株式の総数　　　1,009,580株

③　株主数　　　　　　　　　　　610名

④　上位10名の大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

南 海 興 産 株 式 会 社 275千株 28.48％

公 益 財 団 法 人 南 海 育 英 会 155 16.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 50 5.22

丸 山 　 修 49 5.09

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 46 4.83

株 式 会 社 愛 媛 銀 行 24 2.51

四 国 興 業 株 式 会 社 23 2.40

BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　AC　ISG 15 1.63

南 海 プ ラ イ ウ ッ ド 従 業 員 持 株 会 11 1.21

D B S 　 B A N K 　 L T D 9 0.99

 (注) １．当社は自己株式を42,911株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は当該自己株式を発行済株式の総数から控除して算出しております。

３．丸山修氏は、2020年１月10日に逝去されましたが、2020年3月31日現在において名義書換未了

のため、株主名簿上の名義で記載しております。

－ 7 －



(2) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（2020年３月31日現在）

氏 名 会社における地位・担当および重要な兼職の状況

丸 山 　 徹 取締役社長 （代表取締役）
NP ROLPIN SAS　代表取締役社長
ROLKEM SAS　代表取締役社長

丸 山 　 宏 取 締 役 （開発部門長）

藤 本 英 二 取 締 役
（営業部門地区営業、

　海外及び新規開拓営業担当）

大 川 正 仁 取 締 役 （製造部門長）

浮 田 貴 仁 取 締 役
（営業部門特需営業、
　営業推進担当）

村 田 　 剛 取 締 役 税理士 村田剛税理士事務所　所長

秋 山 二 郎 常勤監査役

大 川 俊 徳 監 査 役 税理士
大川俊徳税理士事務所　所長
南海港運株式会社　監査役

岩 部 達 雄 監 査 役 税理士
岩部達雄税理士事務所　所長
ナンリツ株式会社　監査役

（注）１．常勤監査役秋山二郎氏、監査役大川俊徳氏および監査役岩部達雄氏は、社外監査役で

あります。

２．取締役村田剛氏は、社外取締役であります。

３．村田剛氏、大川俊徳氏および岩部達雄氏は、税理士の資格を有しており、財務および

会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．当社は、取締役村田剛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。

②　取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う  ち  社  外  取  締  役）

６名
(１)名

115百万円
(３)百万円

監 査 役
（う  ち  社  外  監  査  役）

３名
(３)名

８百万円
(８)百万円
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（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、1997年６月27日開催の第44回定時株主総会において年額200百

万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、1997年６月27日開催の第44回定時株主総会において年額20百

万円以内と決議いただいております。

③　社外役員に関する事項

1） 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役村田剛氏は、村田剛税理士事務所所長であります。村田剛税理

士事務所と当社は特別の関係はありません。

・監査役大川俊徳氏は、大川俊徳税理士事務所所長であります。大川俊

徳税理士事務所と当社は特別の関係はありません。

・監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所所長であります。岩部達

雄税理士事務所と当社は特別の関係はありません。

2） 当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況

取締役会（22回開催） 監査役会（４回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 村 田 　 剛 22回 100％ － －

常勤監査役 秋 山 二 郎 21回 95％ 4回 100％

監 査 役 大 川 俊 徳 22回 100％ 4回 100％

監 査 役 岩 部 達 雄 22回 100％ 4回 100％

・取締役会における発言状況

　取締役村田剛氏、監査役大川俊徳氏および監査役岩部達雄氏は、主

に税理士の見地から、常勤監査役秋山二郎氏は財務的な見地から意見

を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため

の助言・提言を行っております。
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・監査役会における発言状況

　常勤監査役秋山二郎氏、監査役大川俊徳氏および監査役岩部達雄氏

は、監査役会出席の都度必要な発言を適宜行っております。

3） 社外取締役および社外監査役のサポート体制

・取締役会の年間開催スケジュールを事前（前事業年度の１月）に確定

することによって、社外取締役および社外監査役ができる限り出席でき

る体制を整備しています。

　取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案

の背景、目的、その内容等につき、毎回取締役会の開催前に、人事総務

グループより説明が行われております。また、決議事項のうち特に重要

な案件については、決議を行う取締役会において担当者による説明を行

っています。これにより、決議する際の提案内容の検討に活かしていま

す。

4） 責任限定契約の内容および概要

・当社は、社外取締役および各社外監査役との間において会社法第427

条第１項の規定により、損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としておりま

す。

(3) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　西日本監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 22百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

22百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の重要な子会社のうち、PT.NANKAI INDONESIAと他２社は、当社の会計監査人以外

の監査法人の監査を受けております。

３．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積

もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または

不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招

集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を

報告いたします。

(4) 業務の適正を確保するための体制

　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について

の決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制

・企業としての社会的責任に応え、企業倫理および法令遵守の基本体制を

構築するため、コンプライアンス管理責任者と内部統制を推進する組織を

設置し、「規程管理規程」に基づき、関係規程の継続的見直しと改善を行

う。

・内部統制を推進する組織はコンプライアンス管理責任者と連携の上、法

令を遵守するための規程「コンプライアンス規程」の構築および運用の状

況を監査し、その結果を代表取締役社長および監査役に報告する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な

職務執行に係る情報が記載された文書を関連資料とともに、文書保存を社

内規程の定めるところにしたがい、適切に保存および管理する。

・取締役および監査役は、常時、前項の文書等を閲覧することができる。

③　当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・経営意思決定および業務執行の運営で準拠すべきリスク管理は、文書化

する。

・内部統制を推進する組織は、前項の規程に損失の危険の管理に関する事

項および内部統制の目的が達成されているか合理的な保証を得るため、

「規程管理規程」に基づき、各部門および事業所を統括する。
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・コンプライアンス、価格競争、品質、情報システム、海外情勢の変化、

自然環境、災害、金利・株価・為替相場の変動、取締役と使用人の不適切

な業務執行、取締役会が極めて重大と判断する事項等のリスクにおける事

業の継続を確保するための体制を整備する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、定時開催し、業務遂行に関する重要事項を決定するととも

に、取締役の職務の執行を監督する。

・当社の組織は、経営意思決定の経営組織、業務遂行の業務組織をもって

構成する。この経営組織に取締役と執行役員をあて、取締役会の決議・決

定事項にしたがい、経営方針および経営計画を達成するために、業務執行

の責任と権限を与える。

・経営組織による業務執行のスピード化を図るため、部門の直下にグルー

プを配属する。

⑤　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

・代表取締役社長および業務執行を担当する取締役と執行役員は、当社お

よび子会社のセグメント別の事業に関して、法令遵守体制、リスク管理体

制を構築し、適切な内部統制システムの整備を行うよう指導し、規範およ

び規則を規程として整備する。

・内部監査チームは、内部監査年度計画に基づき内部監査を実施し、実施

状況およびその結果を、代表取締役社長および監査役に報告する。

・当社は、子会社の業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」に基

づき、子会社の自主性を尊重するとともに、経営改善に関して積極的に協

力または指導を行い、経営上の重要事項は、十分協議し合理的に解決す

る。

・重要な会社情報を、各部署、子会社等から管理部門に伝達し、証券取引

所の適時開示規則等にしたがい、開示の必要性の要否を管理部門内での事

前審議で判断を行い、当社代表取締役社長が議長である情報開示会議にて

検討する体制を「グループ情報開示規程」に規定する。
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⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性

に関する事項および当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保

に関する事項

・監査役は内部監査チームに監査業務に必要な事項を命令することができ

る。この内部監査チームは、取締役等からの指揮命令を受けない。

⑦　当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体

制その他の監査役への報告に関する体制

・当社グループの取締役および使用人は、会社に著しい損害をおよぼすお

それのある事実および不正行為、重要な法令・定款に違反する行為を認識

した時は、直ちに監査役に報告する。

・監査役は、取締役会、その他の重要な意思決定会議に出席し、取締役お

よび内部監査チームから重要事項の報告を受ける。

・監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するた

め、取締役会議事録、稟議書類、内部監査報告書等業務執行に係る重要な

文書を閲覧し、取締役および内部監査チームに説明を求める。

・当社グループは、本項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理

由に不利益な取扱いをしてはならない。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、代表取締役社長出席の監査役会連絡会を定時開催し、監査上

の重要課題等についての意見交換を行う。

・監査役は、内部監査チームと緊密な連携を保ち、内部監査チームの監査

を活用し監査効率の向上を図るものとする。また、必要に応じて、特定事

項の調査について内部監査チームの協力を求める。

・監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、意見および情報の交換を行

うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

・監査役の職務を遂行する上で必要な費用は、請求により会社は速やかに

支払うものとする。
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(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社グループは、上記方針に基づいて、内部統制システムの適切な構築と

運用に努めております。具体的な運用状況は以下のとおりです。

①　取締役の職務執行

・社外取締役１名を含む取締役６名は、原則月１回開催（当事業年度は22

回開催）される取締役会に出席し、経営環境の変化に迅速な意思決定がで

きるよう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、

業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督を行っております。運営に当

たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定款違反行為

の未然防止に努めております。

②　監査役の職務執行

・監査役３名（３名とも社外監査役）は、監査役会が決定した監査計画、

監査業務の分担に基づき、取締役の職務の執行を監査しております。ま

た、取締役会、その他必要に応じ重要な会議に出席し、当社グループの経

営状況を監視するとともに、内部監査チームおよび会計監査人との間で定

期的に情報交換等を行うことで、内部統制システムの整備および運用状況

を確認しております。

③　コンプライアンス体制

・当社は、人事総務グループにおいて社内のコンプライアンス遵守体制整

備状況をチェックしております。また、法令・定款違反行為やコンプライ

アンスに関する内部通報体制として内部通報制度を設置しており、早期に

問題点の把握および対応を図るように努めております。また、運用に当た

っては、情報提供者の保護に十分配慮した「コンプライアンス規程」を定

め、厳正に実施しております。

④　リスク管理体制

・当社は、管理部門担当取締役または執行役員をリスクに関する統括責任

者として任命しており、管理部門において潜在リスクの洗い出し、分析、

整理を行うとともに、リスクの事前予防策、対応策の検討などを行ってお

ります。一方、内部監査チームが各部門のリスク管理の状況を監査し、そ

の結果を定期的に代表取締役社長出席の監査役会連絡会に報告し、重要案

件については取締役会において、改善策を審議・決定しております。
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⑤　子会社経営管理

・当社グループは、子会社各社の経営状況および業務執行状況等につい

て、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、重要度に応じて報告を

受け、当社の承認を行うことで、子会社の業務の適正を確保しておりま

す。

⑥　内部監査体制

・当社は、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点か

ら検証・評価するために、内部監査チームを設置しております。内部監査

チームは関係会社を含む業務全般を対象として内部監査を行い、監査結果

を代表取締役社長に報告しております。また、監査役および会計監査人と

常に連絡・調整し、監査の効率的な実施に努めております。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつである

との認識のもと、長期的な視野に立ち、将来の事業展開と財務体質の強化を

考慮し、内部留保とのバランスを考えて安定的な配当を行うことを基本方針

としております。今後も、各事業年度の連結業績、財務体質の強化およびグ

ループ事業戦略等を配慮して、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入

することにより持続的な成長と企業価値の向上ならびに株主価値の増大に

努めてまいります。

　当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき120円とさせていた

だきます。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【 資 産 の 部 】 【 負 債 の 部 】

[ 流 動 資 産 ]

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

デ リ バ テ ィ ブ 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

［ 固 定 資 産 ］

（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

（ 無 形 固 定 資 産 ）

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

投 資 不 動 産

デ リ バ テ ィ ブ 債 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

[13,401,172]

1,582,270

3,304,317

3,294,683

1,129,747

860,343

2,549,538

27,985

653,974

△1,687

[9,899,732]

(7,483,596)

1,606,718

1,210,278

46,518

4,012,034

602,703

5,343

(177,055)

63,449

113,605

(2,239,081)

724,602

183,887

91,622

793,011

20,960

428,015

△3,016

［ 流 動 負 債 ］ [3,191,948]

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,061,721

短 期 借 入 金 481,138

未 払 金 513,317

未 払 費 用 144,165

未 払 法 人 税 等 412,716

未 払 消 費 税 等 130,262

賞 与 引 当 金 340,671

そ の 他 107,954

［ 固 定 負 債 ］ [602,341]

長 期 借 入 金 206,000

繰 延 税 金 負 債 95,881

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 9,440

退 職 給 付 に 係 る 負 債 266,598

そ の 他 24,421

負 債 合 計 3,794,290

【 純 資 産 の 部 】

［ 株 主 資 本 ］ [19,121,917]

資 本 金 2,121,000

資 本 剰 余 金 1,865,920

利 益 剰 余 金 15,274,973

自 己 株 式 △139,976

［ そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 ］ [384,697]

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 62,526

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 34,016

為 替 換 算 調 整 勘 定 319,212

退職給付に係る調整累計額 △31,057

純 資 産 合 計 19,506,615

資 産 合 計 23,300,905 負 債 純 資 産 合 計 23,300,905
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連 結 損 益 計 算 書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 19,731,674

売 上 原 価 12,784,056

売 上 総 利 益 6,947,617

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,223,463

営 業 利 益 1,724,154

営 業 外 収 益

受 取 利 息 23,402

受 取 配 当 金 17,487

受 取 賃 貸 料 64,656

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 41,578

助 成 金 収 入 2,206

そ の 他 79,579 228,911

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,519

賃 貸 費 用 52,168

為 替 差 損 102,915

売 上 割 引 6,697

そ の 他 7,562 171,862

経 常 利 益 1,781,202

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 17,392 17,392

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 14,123

投 資 有 価 証 券 評 価 損 146,530

そ の 他 782 161,436

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,637,158

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 735,594

法 人 税 等 調 整 額 14,977 750,571

当 期 純 利 益 886,587

親会社株主に帰属する当期純利益 886,587
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連結株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 2,121,000 1,865,920 14,504,422 △138,152 18,353,189

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △116,035 △116,035

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

886,587 886,587

自 己 株 式 の 取 得 △1,824 △1,824

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 - - 770,551 △1,824 768,727

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,121,000 1,865,920 15,274,973 △139,976 19,121,917

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 11,584 △5,885 223,394 △32,212 196,880 18,550,070

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △116,035

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

886,587

自 己 株 式 の 取 得 △1,824

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

50,942 39,902 95,817 1,154 187,817 187,817

当連結会計年度変動額合計 50,942 39,902 95,817 1,154 187,817 956,545

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 62,526 34,016 319,212 △31,057 384,697 19,506,615
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　　　　　５社

・主要な連結子会社の名称　　　　　　　　ナンリツ株式会社

南海港運株式会社

PT.NANKAI INDONESIA

NP ROLPIN SAS

ROLKEM SAS

②　非連結子会社の状況　　　　　　　　　　非連結子会社はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社の数　　　　　　　１社

・主要な会社等の名称　　　　　　　　　　南海化工株式会社

②　持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況

持分法を適用していない非連結子会社および関連会社はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、PT.NANKAI INDONESIA、NP ROLPIN SASおよびROLKEM SASの決算日（12

月31日）が連結決算日と異なりますが、連結子会社の決算日現在の計算書類を使用してお

ります。

　なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準および評価方法

1) 有価証券の評価基準および評価方法

・時価のあるもの　　　　　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。）

・時価のないもの　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法
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2) デリバティブ等の評価基準および評価方法

 デリバティブ　　　　　　　　　　　　 時価法

3) たな卸資産の評価基準および評価方法

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産及び投資不動産　　 主として定率法（ただし、2000年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）ならびに2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　 ５～50年

機械装置及び運搬具       ４～15年

2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア　　　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

③　重要な引当金の計上基準

1) 貸倒引当金　　　　　　　　　　 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

2) 賞与引当金　　　　　　　　　　 従業員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

3) 役員退職慰労引当金　　　　　　当社は、2000年４月より、役員退職慰労金の内規を

廃止したため、新たな役員退職慰労引当金の繰入れは

行っておりません。なお、2000年３月期末まで内規に

基づき繰入れを行ってきた引当額は、退任の都度、当

該引当額を個別に精算しております。

④　重要なヘッジ会計の方法

1) ヘッジ会計の方法　　　　　　 　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理

の要件を満たしている場合は、振当処理を採用してお

ります。

2) ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　米ドル建仕入債務の予定取引に対して為替変動リス

クをヘッジする目的で、為替予約等を行っております。

3) ヘッジ方針　　　　　　　　　　為替相場の変動による損失の可能性を減殺すること

を目的として、月々予想される米ドル支払金額の範囲

内で、一定量の米ドルを月々購入することとしており、

購入した米ドルは順次仕入決済に充当していくため、

月末において当該米ドル残高が残らないことを基本と

しております。
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4) ヘッジ有効性評価の方法　　　　ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動を直接結びつけ

て判定しております。

⑤　その他連結計算書類作成のための重要な事項

1) 退職給付に係る負債の計上基準　退職給付に係る負債は､ 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退

職給付債務から年金資産を控除した額を計上しており

ます。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（主として５年）による定額

法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主

として５年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用

については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額

に計上しております。なお、退職給付債務の算定にあ

たり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によって

おります。

2) 消費税等の会計処理　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 借入金および輸入資材の関税・消費税の納期限延長に関して担保に供している資産

建物及び構築物 376,185千円

土地 1,016,617千円

計 1,392,802千円

　上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 75,412千円

長期借入金(1年内返済予定額を含む) 149,000千円

計 224,412千円

(2) 営業保証金として担保に供している資産

投資有価証券 34,322千円

　上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 12,459千円

(3) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 12,072,310千円

投資不動産 588,535千円
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３．連結損益計算書に関する注記

 期末たな卸高は収益性の低下にともなう簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が

 売上原価に含まれております。

48,429千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,009千株 -千株 -千株 1,009千株

(2) 自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 42千株 0千株 -千株 42千株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり
ます。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

2019年５月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 116,035千円

・１株当たり配当額 120円

・基準日 2019年３月31日

・効力発生日 2019年６月28日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

2020年５月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 116,000千円

・１株当たり配当額 120円

・基準日 2020年３月31日

・効力発生日 2020年６月29日
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に木材加工品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らし

て、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金

融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバ

ティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方

針であります。

②　金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されて

おります。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。一部原材料

の輸入にともなう外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為

替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。

　借入金は主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、

金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、営業債権について、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握し、取

引先ごとの期日および残高管理をするとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の

早期把握や軽減を行っております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは、外貨建ての仕入債務について、通貨別月別に把握された為替の変動

リスクに対して、原則として為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジし

ております。

　投資有価証券については、市場価格の変動状況を定期的に把握する体制としておりま

す。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、月次に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持な

どにより流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん

でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり

ます。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれており

ません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

(1) 現金及び預金 1,582,270 1,582,270 -

(2) 受取手形及び売掛金 3,304,317 3,304,317 -

(3) 電子記録債権 3,294,683 3,294,683 -

(4) 投資有価証券 637,800 643,720 5,919

資産計 8,819,071 8,824,990 5,919

(1) 支払手形及び買掛金 1,061,721 1,061,721 -

(2) 短期借入金 481,138 481,138 -

(3) 長期借入金 206,000 205,324 △675

負債計 1,748,860 1,748,184 △675

デリバティブ取引(*) 48,945 48,945 -

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については（ ）で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引先金融機関

から提示された価格によっております。

負　債

(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金（一年内長期借入金含む）

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

        (3) 長期借入金

　　　　　　 長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定され

           る利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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デリバティブ取引

①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　該当事項はありません。

②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

区分 取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（千円）

契約額等
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

為替予約等の
振当処理

為替予約

買建
　　米ドル

買掛金 725,700 107,700 2,866

オプション取引

買建　コール
　　米ドル

買掛金 1,881,887 646,187 94,759

売建　プット
　　米ドル

買掛金 1,881,887 646,187 △48,680

合計 4,489,475 1,400,075 48,945

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 86,801

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,582,270 - - -

受取手形及び売掛金 3,304,317 - - -

電子記録債権 3,294,683 - - -

投資有価証券 - 217,660 - -

合計 8,181,270 217,660 - -
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４．短期借入金、長期借入金およびその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 313,138 - - - - -

長期借入金 168,000 168,000 38,000 - - -

合計 481,138 168,000 38,000 - - -

６．賃貸等不動産に関する注記

　当社では、香川県において、賃貸用オフィスビルや賃貸住宅を有しております。当連結会計

年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は23,705千円であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度の増減および時価は、次

のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（千円）
当連結会計年度末
の時価（千円)当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度
増減額

当連結会計年度
末残高

賃貸等不動産 840,326 △47,314 793,011 867,593

  (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減のうち、主なものは減価償却費（24,996千円）による減少および賃貸用不

動産の売却（27,035千円）による減少であります。

３．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算

定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 20,179円21銭

(2) １株当たり当期純利益 917円03銭
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８．重要な後発事象に関する注記

　当社は、2020年４月１日付で持分法適用関連会社である南海化工株式の株式を追加取得

し、子会社化いたしました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及び取得する事業の内容

被取得企業の名称　南海化工株式会社

事業の内容　一般管工事業及び収納部材加工事業

② 企業結合を行うことになった理由

　南海化工株式会社は、数年前から当社収納製品の加工業務を担っておりました。子会社化

により、当社の収納製品製造事業体制がより強固なものとなりシナジー効果が期待できるこ

とから、同社株式の追加取得を決定いたしました。

③ 企業結合日

2020年４月１日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

取得直前に所有していた議決権比率　　　28.0％（うち間接所有8.0％）

企業結合日に追加取得した議決権比率　　32.8％

取得後の議決権比率　　　　　　　　　　60.8％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

企業結合直前に保有していた持分の企業結合日における時価　　1,707千円

追加取得に伴い支出した現金　　　　　　　　　　　　　　　　2,000千円

取得原価の合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,707千円

(3) 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

現時点では確定しておりません。

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

該当事項はありません。

(5) 発生したのれんの金額、発生要因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【 資 産 の 部 】
[ 流 動 資 産 ]

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
デ リ バ テ ィ ブ 債 権
関 係 会 社 営 業 外 受 取 手 形

関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

［ 固 定 資 産 ］
（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物

構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

（ 無 形 固 定 資 産 ）

電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）
投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
投 資 不 動 産
繰 延 税 金 資 産
デ リ バ テ ィ ブ 債 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金

[10,018,404]
689,557
76,411

2,479,480
3,262,543
834,562
250,872

1,869,477
45,084
27,985

186,244
215,845
54,047
28,090

△1,799
[10,197,223]
(5,221,866)
1,182,112
155,150
266,410
2,479

38,127
3,531,033

46,553
(168,161)

2,006
54,555

111,599
(4,807,195)

608,978
1,128,478

13,445
3,513,627
793,011
90,622
20,960
28,595

△1,390,521

【 負 債 の 部 】

［ 流 動 負 債 ］ [2,249,963]

買 掛 金 676,025

短 期 借 入 金 168,000

未 払 金 499,869

未 払 費 用 98,613

未 払 法 人 税 等 393,693

未 払 消 費 税 等 115,449

預 り 金 12,418

前 受 収 益 5,415

賞 与 引 当 金 277,954

そ の 他 2,523

［ 固 定 負 債 ］ [242,116]

長 期 借 入 金 206,000

退 職 給 付 引 当 金 14,999

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 9,440

そ の 他 11,677

負 債 合 計 2,492,080

【 純 資 産 の 部 】

［ 株 主 資 本 ］ [17,634,109]

（ 資 本 金 ） (2,121,000)

（ 資 本 剰 余 金 ） (1,865,920)

資 本 準 備 金 1,865,920

（ 利 益 剰 余 金 ） (13,787,166)

利 益 準 備 金 106,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 13,681,166

別 途 積 立 金 12,900,000

繰 越 利 益 剰 余 金 781,166

（ 自 己 株 式 ） (△139,976)

［ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 ］ [89,438]

（ そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ） (55,421)

（ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ） (34,016)

純 資 産 合 計 17,723,547

資 産 合 計 20,215,628 負 債 純 資 産 合 計 20,215,628
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損　益　計　算　書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 16,052,566

売 上 原 価 9,958,155

売 上 総 利 益 6,094,411

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,988,625

営 業 利 益 2,105,786

営 業 外 収 益

受 取 利 息 70,273

受 取 配 当 金 16,195

受 取 賃 貸 料 79,056

そ の 他 30,282 195,809

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,138

賃 貸 費 用 52,168

為 替 差 損 110,442

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 629,824

そ の 他 6,368 800,942

経 常 利 益 1,500,652

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 16,571 16,571

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 13,832

投 資 有 価 証 券 評 価 損 146,530

そ の 他 782 161,145

税 引 前 当 期 純 利 益 1,356,079

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 631,304

法 人 税 等 調 整 額 △9,561 621,742

当 期 純 利 益 734,336
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株主資本等変動計算書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資
本
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,121,000 1,865,920 106,000 12,300,000 762,864 13,168,864 △138,152 17,017,632

当 期 変 動 額

別 途 積 立 金 の 取 崩 600,000 △600,000 - -

剰 余 金 の 配 当 △116,035 △116,035 △116,035

当 期 純 利 益 734,336 734,336 734,336

自 己 株 式 の 取 得 △1,824 △1,824

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 - - - 600,000 18,301 618,301 △1,824 616,476

当 期 末 残 高 2,121,000 1,865,920 106,000 12,900,000 781,166 13,787,166 △139,976 17,634,109

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 2,279 △5,885 △3,606 17,014,026

当 期 変 動 額

別 途 積 立 金 の 取 崩 -

剰 余 金 の 配 当 △116,035

当 期 純 利 益 734,336

自 己 株 式 の 取 得 △1,824

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

53,141 39,902 93,044 93,044

当 期 変 動 額 合 計 53,141 39,902 93,044 709,521

当 期 末 残 高 55,421 34,016 89,438 17,723,547

－ 31 －



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

①　有価証券の評価基準および評価方法

1) 子会社株式および関連会社株式 　移動平均法による原価法

2) その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しております。）

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

②　デリバティブ等の評価基準および評価方法

 デリバティブ　　　　　　　　 　時価法

③　たな卸資産の評価基準および評価方法

・製品、原材料及び仕掛品　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品　　　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産及び投資不動産　　　　定率法（ただし、2000年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については定

額法）を採用しております。

　また、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　 ５～50年

機械装置                     ８年

②　無形固定資産　　　　　　　　　　　自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

③　退職給付引当金　　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より費用処理しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理しております。

④　役員退職慰労引当金　　　　　　　　2000年４月より、役員退職慰労金の内規を廃止し

たため、新たな役員退職慰労引当金の繰入れは行っ

ておりません。

　なお、2000年３月期末まで内規に基づき繰入れを

行ってきた引当額は、退任の都度、当該引当額を個

別に精算しております。
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(4) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処

理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用し

ております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　　米ドル建仕入債務の予定取引に対して為替変動リ

スクをヘッジする目的で、為替予約を行っておりま

す。

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　　　為替相場の変動による損失の可能性を減殺するこ

とを目的として、月々予想される米ドル支払金額の

範囲内で、一定量の米ドルを月々購入することとし

ており、購入した米ドルは順次仕入決済に充当して

いくため、月末において当該米ドルの残高が残らな

いことを基本としております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　　　ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動を直接結びつ

けて判定しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

　消費税等の会計処理　　　　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 借入金および輸入資材の関税・消費税の納期限延長に関して担保に供している資産

建物 376,185千円

土地 1,016,617千円

計 1,392,802千円

　　上記に対応する債務

買掛金 75,412千円

長期借入金(1年内返済予定額を含む) 149,000千円

計 224,412千円

(2) 固定資産の減価償却累計額

①　有形固定資産 9,614,113千円

②　投資不動産 588,535千円

(3) 保証債務

　以下の関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

被保証会社 金額（千円） 保証債務の内容

NP ROLPIN SAS 239,100 金融機関借入金

(4) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務（区分表示したものを除く）は次のとおりであ

ります。

①　短期金銭債権 75,814千円

②　短期金銭債務 226,843千円
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３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

①　営業取引 4,424,003千円

②　営業取引以外の取引高 778,011千円

(2) 期末たな卸高は収益性の低下にともなう簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価

損が売上原価に含まれております。

△1,619千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 42千株 0千株 -千株 42千株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であり

ます。

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　貸倒引当金 424,657千円

　賞与引当金 97,956千円

　減損損失 36,916千円

　関係会社株式評価損 597,044千円

　投資有価証券評価損 48,980千円

　その他 44,074千円

繰延税金資産　　　小計 1,249,629千円

評価性引当額 △1,116,025千円

繰延税金資産　　　合計 133,604千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △26,191千円

　繰延ヘッジ損益 △14,928千円

　その他 △1,862千円

繰延税金負債　　　合計 △42,981千円

繰延税金資産（負債）の純額 90,622千円
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６．関連当事者との取引に関する注記

　子会社等

種 類 会社等の名称
資本金又
は出資金
( 千 円 )

事 業 の
内 容
又は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

役 員
の 兼
任 等

事 業 上
の 関 係

子会社
ナンリツ
株式会社

95,000
電線電気機器

販 売

 所有
 直接
  100

有
当社へ資材およ

び設備の納入

手 形 の
割 引
( 注 2 )

713,493
関係会社
営業外受
取 手 形

186,244

資 金 の
貸 付
( 注 2 )

729,000
関 係 会 社

短期貸付金
215,845

資 金 の
回 収

718,999

資 金 の
貸 付
( 注 2 )

-
関 係 会 社

長期貸付金
387,600

資 金 の
回 収

37,440

子会社
PT.NANKAI

INDONESIA
10,000千US$ 木材加工業

 所有
 直接

95
 間接

5

有
当社製品の原

材 料 の 製 造

原 材 料
の 仕 入
( 注 3 )

4,012,706 買 掛 金 185,357

材 料 等
の 代 理
購 買
( 注 4 )

677,746 未 収 入 金 50,239

子会社
NP ROLPIN

S A S
14,001千EUR

木材 製品の

製造 ・販売

 所有
 直接
 100

有 無

資 金 の
貸 付
( 注 2 )

607,600
関 係 会 社

長期貸付金

（ 注 5 ）
2,324,052

資 金 の
回 収

-

債 務 の
保 証
(注6）

239,100 - -

子会社
R O L K E M

S A S
1,230千EUR

フェノール樹

脂、含浸紙の

製 造 販 売

 所有
 直接

0
 間接
100

有 無
資 金 の
貸 付
(注2）

60,760
関 係 会 社

長期貸付金

（注7）
537,975

関連会社
南 海 化 工

株 式 会 社
25,000 一般管工事業

 所有
 直接

20
 間接

8

有
当社製品の原

材 料 の 製 造

資 金 の
貸 付
( 注 2 )

40,000
関 係 会 社

長期貸付金

( 注 8 )
264,000

資 金 の
回 収

88,000

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

 １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

 ２．資金の貸付利率および手形の割引に係る割引率は、市場金利を勘案して決定しておりま

す。

 ３．価格その他の取引条件の決定方針については、独立した第三者間の取引を勘案し交渉の

上、決定しております。

 ４．材料等の代理購買については、当社より提示した価格および市場価格を参考にして交渉の

上、決定しております。
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 ５．NP ROLPIN SASへの関係会社長期貸付金に対し、1,068,578千円の貸倒引当金を計上してお

ります。なお、当期の繰入額は615,478千円になります。

 ６．NP ROLPIN SASに対する債務の保証は、金融機関借入金であり、保証料を受領しておりま

す。

 ７．ROLKEM SASへの関係会社長期貸付金に対し、241,724千円の貸倒引当金を計上しておりま

す。なお、当期の繰入額は55,935千円になります。

 ８．南海化工株式会社への関係会社長期貸付金に対し、80,112千円の貸倒引当金を計上してお

ります。なお、当期の繰入額は△41,578千円になります。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 18,334円66銭

(2) １株当たり当期純利益 759円55銭

８．重要な後発事象に関する注記

　　　連結注記表の「８．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注

　　記を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月13日

南海プライウッド株式会社

取締役会　御中

西日本監査法人
　広島県広島市

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 藪 　 俊 治 

業務執行社員 公認会計士 稲 積 　 博 則 

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、南海プライウッド株式会社の2019年４

月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、南海プライウッド株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結

計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する

責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬

により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ

る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連

結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表

示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十

分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び

実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す

る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及

び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告

を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月13日

南海プライウッド株式会社

取締役会　御中

西日本監査法人
　広島県広島市

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 藪 　 俊 治 

業務執行社員 公認会計士 稲 積 　 博 則 

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、南海プライウッド株式会社の

2019年４月１日から2020年３月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書

類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責

任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独

立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ

り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与

えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ

る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要

な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類

等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書

日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構

成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す

る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及

び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報

告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

2020年５月20日

南海プライウッド株式会社

代表取締役社長　　丸　山　　　徹　殿

南海プライウッド株式会社　監査役会

常勤監査役 秋 山 二 郎 

監 査 役 大 川 俊 徳 

監 査 役 岩 部 達 雄 

　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第67期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況
および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務
の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報
の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたし
ました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通
および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および
使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
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③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行
が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）お
よびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容およ
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人西日本監査法人の監査の方法および結果は相当であると認
めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人西日本監査法人の監査の方法および結果は相当であると認
めます。

(注) 監査役秋山二郎、大川俊徳および岩部達雄は、社外監査役でありま
す。

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

１. 提案の理由

　責任限定契約を締結できる役員の範囲が拡大したことに伴い、業務執

行を行わない取締役、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう

にするため、現行定款第26条（取締役の責任免除）および第35条（監査

役の責任免除）の責任限定契約に関する規定を一部変更するものであり

ます。

　なお、第26条の責任限定契約に係る定款変更につきましては、各監査

役の同意を得ております。

２. 変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現　行　定　款 変　更　案

（取締役の責任免除）

第26条　　　（条文省略）

　　２　当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、社外取締役との間に、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、当該

契約に基づく責任の限度額は、法令が規定

する額とする。

（監査役の責任免除）

第35条　　　（条文省略）

　　２　当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、社外監査役との間に、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただし、当該

契約に基づく責任の限度額は、法令が規定

する額とする。

（取締役の責任免除）

第26条　　　（現行どおり）

　　２　当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、取締役（業務執行取締役等であ

る者を除く。）との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に

基づく責任の限度額は、法令が規定する額

とする。

（監査役の責任免除）

第35条　　　（現行どおり）

　　２　当会社は、会社法第427条第１項の規

定により、監査役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、当該契約

に基づく責任の限度額は、法令が規定する

額とする。
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第２号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

１

まる

丸
やま

山
 

　
とおる

徹

（1953年10月31日生）

1980年５月　日本ビクター株式会社入社

1997年４月　当社入社、管理本部副本部長

1997年６月　当社取締役 管理本部副本部長

1997年７月　当社取締役 管理本部副本部長・経営企画

室長

1999年６月　当社代表取締役副社長 管理本部長

2001年６月　当社代表取締役社長（現任）

2014年１月　NP ROLPIN SAS代表取締役社長（現任）

2014年４月　ROLKEM SAS代表取締役社長（現任）

2,145株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、長年にわたる経営者としての経験から、企業経営全般に関する高い能力、見

識を有しており、その経験、実績を活かして当社の更なる発展に貢献できるため、引き

続き取締役候補者といたしました。

２

まる

丸
やま

山
 

　
ひろし

宏

（1969年５月７日生）

1993年４月　住友林業株式会社入社

1996年１月　当社入社

1999年７月　当社開発本部 開発部長

2002年４月　当社商品開発 グループリーダー

2003年６月　当社取締役兼執行役員 商品開発担当

2006年４月　当社取締役兼執行役員 商品開発部門長

2009年４月　当社取締役兼執行役員 開発部門長（現

任）

1,000株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、長年にわたり商品開発部門に携わり、当社の事業、業務に関する豊富な経験

と見識を有していることから、当社経営を担えるものと判断し、引き続き取締役候補者

といたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

３

ふじ

藤
もと

本
えい

英
じ

二

（1959年８月20日生）

1982年４月　当社入社

2002年８月　当社営業部門 地区営業グループ 南関東

営業区 グループリーダー

2006年４月　当社営業部門 営業統括グループ 関東営

業グループ グループリーダー

2007年４月　当社営業部門 営業統括グループ 九州営

業グループ グループリーダー

2011年４月　当社営業部門 首都圏営業グループ グル

ープマネージャー

2013年６月　当社執行役員 営業部門 地区営業担当

2016年６月　当社取締役兼執行役員 営業部門 地区営

業、海外及び新規開拓営業担当（現任）

400株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、長年にわたり営業部門に携わり、当社の事業、業務に関する豊富な経験と見

識を有していることから、当社経営を担えるものと判断し、引き続き取締役候補者とい

たしました。

４

おお

大
かわ

川
まさ

正
ひと

仁

（1960年６月５日生）

1983年４月　当社入社

2004年４月　当社製造本部 志度工場生産グループ 生

産管理グループ グループリーダー

2005年７月　当社管理部門 総務グループ 経営管理グ

ループ グループリーダー

2009年４月　当社管理部門 業務監理推進グループ グ

ループリーダー

2013年４月　当社製造部門生産管理グループ グルー

プマネージャー

2013年６月　当社執行役員 製造部門 生産管理担当

2014年10月　当社執行役員 製造部門 生産管理、長尾

生産担当

2016年６月　当社取締役兼執行役員 製造部門長（現

任）

200株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、これまで製造部門、管理部門に携わり、当社の事業、業務に関する豊富な経

験と見識を有していることから、当社経営を担えるものと判断し、引き続き取締役候補

者といたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

５

うき

浮
た

田
たか

貴
ひと

仁

（1963年７月24日生）

1987年４月　当社入社

2002年４月　当社営業部門 特需営業グループ 第1グ

ループ グループリーダー

2006年４月　当社営業部門 営業統括グループ 近畿営

業グループ グループリーダー

2008年４月　当社営業部門 営業推進統括グループ 統

括グループリーダー

2011年４月　当社営業部門 営業推進グループ グルー

プマネージャー

2013年６月　当社執行役員 営業部門 新規需要開拓、

特需営業、営業推進担当

2015年４月　当社執行役員 営業部門 特需営業、営業

推進担当

2016年６月　当社取締役兼執行役員 営業部門 特需営

業、営業推進担当（現任）

100株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、長年にわたり営業部門に携わり、当社の事業、業務に関する豊富な経験と見

識を有していることから、当社経営を担えるものと判断し、引き続き取締役候補者とい

たしました。

６

むら

村　
た

田
 

　　　
つよし

剛

（1957年３月７日生）

1980年４月　高松国税局 大蔵事務官

1992年７月　高松税務署 上席国税調査官

2002年７月　高松国税局 法人課税課課長補佐

2005年８月　税理士登録・村田剛税理士事務所所長（現

任）

2005年９月　行政書士登録

2007年６月　当社監査役

2014年６月　当社取締役（現任）

300株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はあり

ませんが、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有してお

り、また監査役の経験から当社の経営全般に対する適切な助言をいただいているため、

引き続き社外取締役候補者といたしました。
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　（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　２. 村田　剛氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　　　３. 村田　剛氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期

間は、本総会終結の時をもって６年となります。なお、同氏は過去に当社の監査役で

ありました。

　　　　４. 当社は、村田　剛氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、法令が規定する

額を責任限度とする内容の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場

合には、当該契約を継続する予定であります。
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第３号議案　監査役２名選任の件

　監査役秋山二郎氏、大川俊徳氏は本総会終結時をもって任期満了となりますの

で、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 の 数

１

おお

大
 

　
かわ

川
 

　
とし

俊
 

　
のり

徳

（1946年５月16日生）

1972年４月　大川和税理士事務所入所

1982年２月　税理士登録（現任）

2001年６月　当社監査役（現任）

2008年１月　大川俊徳税理士事務所開業 同所長（現任）

（重要な兼職の状況）

　大川俊徳税理士事務所 所長

　南海港運株式会社 監査役

1,145株

【社外監査役候補者とした理由】

候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、

税理士の資格を有しており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監

査役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

２

たま

玉
 

　
き

置
 

　
やす

康
 

　
ひろ

洋

（1949年３月26日生）

1972年４月　当社入社

2006年４月　当社執行役員 営業部門 営業統括グループ

リーダー

2008年６月　当社取締役兼執行役員 営業部門担当

2014年６月　当社顧問（現任）

200株

【監査役候補者とした理由】

候補者は、長年にわたり当社営業部門に携わり、当社の事業、業務全般に精通していることから、

経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものでありま

す。

（注）１. 玉置康洋氏は、新任の候補者であります。

　　　２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　３. 大川俊徳氏は、社外監査役候補者であります。

　　　４. 大川俊徳氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、

　　　　本総会終結の時をもって19年となります。

　　　５. 当社は、大川俊徳氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する額

　　　　を責任限度とする内容の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合に

　　　　は、当該契約を継続する予定であります。また、玉置康洋氏の選任が承認された場合は、

　　　　第１号議案定款一部変更の件が原案通り承認可決されることを条件として、同氏との間

　　　　で、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
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第４号議案　会計監査人選任の件

　当社の監査人である西日本監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了によ

り退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

　また、監査役会が仰星監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視

点での監査が期待できる点に加えて同監査法人の会計監査人としての専門性や監

査経験、規模等の職務遂行の能力及び独立性、品質管理体制およびグローバルで

の監査体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断した

ためであります。

　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2020年３月31日現在)

名 称 仰星監査法人

事 務 所
主たる事務所　東京都千代田区四番町6番地東急番町ビル

その他事務所　大阪、名古屋、金沢

沿 革

1990年９月　北斗監査法人設立
1999年10月　東京赤坂監査法人と合併、東京北斗監査法人に
　　　　　　名称変更
2006年10月　監査法人芹沢会計事務所と合併、仰星監査法人
　　　　　　に名称変更

概 要

出資金　　　　　　　　　　　　　　 166百万円

構成人員　　社員（公認会計士）　　　　　47名
　　　　　　職員（公認会計士）　　　　 174名
　　　　　　　　（公認会計士試験合格者）68名
　　　　　　　　（その他）　　　　　　　38名

　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　327名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

－ 51 －
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南海プライウッド(株)
本　　社

会　　場　　香川県高松市松福町一丁目15番10号

　　　　　　当本社　７階　会議室

　　　　　　電話 087－825－3615


